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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御信号によって照明装置を制御する主制御部と、
　前記主制御部と連結され、照明装置に制御信号を供給するドライバと、
　前記ドライバに電源を供給するＡＣ－ＤＣ変換回路と、を含み、
　前記主制御部は、前記照明装置を制御する照明制御部、待機電力を供給する待機電力供
給部、及び前記待機電力供給部の電圧または電流を一定水準に維持する電力制御部を含み
、
　前記待機電力供給部及び前記電力制御部は、照明システムの内部に一体に形成されるこ
とを特徴とする待機電力節減照明システム。
【請求項２】
　主制御部は外部から転送される制御信号を受信する通信部を含むことを特徴とする、請
求項１に記載の待機電力節減照明システム。
【請求項３】
　前記通信部はＲＦ（Radio Frequency）方式により遂行されることを特徴とする、請求
項２に記載の待機電力節減照明システム。
【請求項４】
　前記待機電力供給部は、スーパーキャパシタを含むことを特徴とする、請求項１に記載
の待機電力節減照明システム。
【請求項５】
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　前記ＡＣ－ＤＣ変換回路と連結され、待機電力供給部に電源を供給するＤＣ供給部を含
むことを特徴とする、請求項１に記載の待機電力節減照明システム。
【請求項６】
　前記電力制御部は前記待機電力供給部の電圧を一定間隔でチェックすることを特徴とす
る、請求項１に記載の待機電力節減照明システム。
【請求項７】
　前記電力制御部は前記待機電力供給部の電圧が所定範囲以下であれば、前記ＤＣ供給部
を駆動して前記待機電力供給部を充電することを特徴とする、請求項５に記載の待機電力
節減照明システム。
【請求項８】
　前記照明装置はＬＥＤを含むことを特徴とする、請求項１に記載の待機電力節減照明シ
ステム。
【請求項９】
　照明システムの待機電力節減方法でおいて、
　正常モード状態でＡＣ－ＤＣ変換回路から供給を受ける電源を待機電力供給部に充電す
るステップと、
　外部から照明オフ信号が転送されるか否かを確認して照明オフ信号が転送される場合、
照明をオフさせると共に、ＡＣ－ＤＣ変換回路から供給される電源を遮断するステップと
、
　照明装置の動作状態を正常モードから待機モードに切り替えるステップと、
　前記待機電力供給部の電圧をチェックして前記待機電力供給部の電圧が既設定された値
以下か否かを確認するステップと、
　前記待機電力供給部の電圧が既設定された値以下の場合、電力制御部を介して前記待機
電力供給部を充電するステップと、
　を含み、
　前記待機電力供給部及び前記電力制御部は、前記照明システムの内部に一体に形成され
ることを特徴とする待機電力節減方法。
【請求項１０】
　前記待機電力供給部の電圧を確認するステップは、
　前記待機電力供給部の電圧が既設定値以上か否かを確認して、既設定値以上の場合、前
記待機電力供給部に電源を供給するＤＣ供給部の動作状態を待機モードに切り替えること
を特徴とする、請求項９に記載の待機電力節減方法。
【請求項１１】
　前記待機電力供給部を充電するステップは、
　前記ＤＣ供給部から電圧を受けて前記待機電力供給部を充電することを特徴とする、請
求項１０に記載の待機電力節減方法。
【請求項１２】
　前記待機電力供給部はスーパーキャパシタを含むことを特徴とする、請求項１１に記載
の待機電力節減方法。
【請求項１３】
　前記待機電力供給部の電圧をチェックするステップは、前記待機電力供給部の電圧を一
定間隔でチェックすることを特徴とする、請求項１２に記載の待機電力節減方法。
【請求項１４】
　前記外部から照明オフ信号は無線通信を通じて受信することを特徴とする、請求項１３
に記載の待機電力節減方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、待機電力節減照明システムに関し、より詳しくは、無線通信を用いた待機電
力遮断システムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　待機電力とは、電源を消した状態でも消費される電力であって、機器の動作に関わらず
、続けて消耗される電気エネルギーをいう。
【０００３】
　一般に、照明装置は室内環境に従う適当な照度維持と不要な電力消耗を減らすために調
光機を使用している。調光機は、照明装置と連結されて該当照明装置のオン／オフ、照度
レベル、色温度レベルなどを制御するようになる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　最近、無線通信技術が発達するにつれて、遠隔地から無線調光機を通じて一括的に照明
装置を制御することができる技術が開発された。この場合、各照明装置を随時に照明制御
するためには、無線調光機の制御部が常に正常動作していなければならず、この際、不要
な電力が消耗される問題点が発生するようになる。
【０００５】
　本発明は、上記の問題点を解決するためのものであって、待機電力を減少させた照明シ
ステムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　発明の実施形態に従う待機電力節減照明システムは、制御信号によって照明装置を制御
する主制御部、上記主制御部と連結され、照明装置に制御信号を供給するドライバ、及び
上記ドライバに電源を供給するＡＣ－ＤＣ変換回路を含み、上記主制御部は、上記照明装
置を制御する照明制御部、待機電力を供給する待機電力供給部、及び上記待機電力供給部
の電圧または電流を一定水準に維持する電力制御部を含む。
【０００７】
　発明の実施形態に従う待機電力節減方法は、正常モード状態でＡＣ－ＤＣ変換回路から
供給を受ける電源を待機電力供給部に充電するステップ、通信部は外部から照明オフ信号
が転送されるか否かを確認して、照明オフ信号が転送される場合、照明制御部を通じて照
明をオフさせると共に、ＡＣ－ＤＣ変換回路から供給される電源を遮断するステップ、上
記照明制御部は、照明装置の動作状態を正常モードから待機モードに切り替えるステップ
、電力制御部は、待機電力供給部の電圧を周期的にチェックして待機電力供給部の電圧が
既設定された値以下か否かを確認するステップ、上記待機電力供給部の電圧が既設定され
た値以下の場合、上記電力制御部は上記待機電力供給部を充電するステップを含む。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、待機電力を提供する待機電力提供部の電圧または電流を周期的にチェ
ックして充電することによって、待機電力を効果的に減少させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態に従う照明システムのブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に従う照明システムの待機電力節減方法を示す順序図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の好ましい実施形態に対して添付図面を参照して詳細に説明する。その他
、実施形態の具体的な事項は詳細な説明及び図面に含まれている。本発明の利点及び特徴
、そしてそれらを達成する方法は、添付する図面と共に詳細に後述されている実施形態を
参照すれば明確になる。
【００１１】
　図１は、本発明の実施形態に従う照明システムのブロック図である。図１を参考すると
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、実施形態に従う照明システム１００は、主制御部２００、ＤＣ供給部３００、ドライバ
４００、照明４５０、及びＡＣ－ＤＣ変換回路５００を含む。
【００１２】
　本発明は、図１でブロック構成図のみで図示されており、ダイオード、コンデンサ、コ
イル、抵抗、スイッチング素子、マイクロプロセッサなど、構成要部をなす各構成素子の
図示を省略したが、これは本発明が属する技術分野の通常の知識を有する者にはブロック
図のみで本発明を容易に発明できることと思量されるので、詳細な回路構成図は省略する
。
【００１３】
　主制御部２００は、通信部２１０、照明制御部２２０、待機電力供給部２３０、及び電
力制御部２４０を含む。
【００１４】
　上記通信部２１０は、外部と無線通信を遂行することができる。例えば、外部から照度
レベル信号または色温度レベル信号などの照明制御信号が入力されれば、照明制御信号を
上記照明制御部２２０に伝達して上記照明制御信号によって照明４５０の照度（明るさ）
及び色温度を制御することができる。上記通信は、例えば、ＲＦ（Radio Frequency）方
式により遂行できる。
【００１５】
　上記照明制御部２２０は上記通信部２１０と連結され、照明４５０に供給される電源を
制御することができる。上記照明制御部２２０はドライバ４００と連結されて外部から照
明制御信号が入力されれば、上記照明制御信号をドライバ４００に伝達して上記照明制御
信号によって照明４５０の明るさ及び色温度を調節する。この際、上記照明制御信号はデ
ィミング信号（Dimming signal）でありうる。
【００１６】
　上記照明制御部２２０は外部から照明オフ信号が入力される場合、上記ドライバ４００
を制御して照明４５０をオフさせる。また、電力制御部２４０の動作状態を待機モード（
standby mode）に変換させる。上記待機モードで電力制御部２４０は上記待機電力供給部
２３０と連結されて待機時間の間上記待機電力供給部２３０の電圧をセンシングし、充電
することができる。
【００１７】
　具体的に、上記電力制御部２４０は上記待機電力供給部２３０の電圧を一定時間間隔で
チェックして、上記待機電力供給部２３０の電圧状態が既設定された値以下の場合、ＤＣ
供給部３００を駆動して上記ＤＣ供給部３００で提供される電圧が待機電力供給部２３０
に充電できる。
【００１８】
　この場合、上記電力制御部２４０はＤＣ供給部３００の動作状態を待機モードから正常
モードに動作して上記待機電力供給部２３０の電圧状態が既設定された値以上に充電でき
るように機能する。
【００１９】
　上記待機電力供給部２３０の電圧が一定水準以上の値を有するようになれば、上記電力
制御部２４０は上記ＤＣ供給部３００の駆動を停止する制御信号を供給して、ＤＣ供給部
３００の動作状態を正常モードから待機モードに変換する。
【００２０】
　待機電力供給部２３０は電力制御部２４０と連結され、上記通信部２１０と連結されて
外部からの制御信号を受信することに必要とする待機電力を上記通信部２１０に供給する
ようになる。上記待機電力供給部２３０は、スーパーキャパシタを含むことができる。
【００２１】
　上記ＤＣ供給部３００は上記ＡＣ－ＤＣ変換回路５００と連結され、上記ＡＣ－ＤＣ変
換回路５００から出力されるＤＣ電源を用いることによって、別途の駆動電源無しで上記
待機電力供給部２３０を充電できるようになる。
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【００２２】
　上記待機電力供給部２３０に含まれるキャパシタの容量によって待機電力の供給時間が
待機時間以下に設定される場合、上記のように一定時間間隔で電圧をセンシングして電源
を供給することによって、待機電力を供給できるようになる。
【００２３】
　上記ドライバ４００は照明４５０と連結されて上記照明４５０に電源を供給するように
なる。ユーザの必要によって上記照明４５０に供給する電源を調節して照明４５０の明る
さが調節できる。
【００２４】
　上記照明４５０は発光ダイオード（ＬＥＤ）で形成されることができ、これに対して限
定するものではない。
【００２５】
　上記ＡＣ－ＤＣ変換回路５００は入力される交流電源を直流電源に変換して上記ドライ
バ４００に伝達し、ダイオードを含むことができる。
【００２６】
　上記待機電力供給部２３０及び電力制御部２４０は、照明システム１００の内部に一体
に形成できる。
【００２７】
　上記のように正常動作モードだけでなく、動作が終了した場合にも、一定時間間隔で待
機電力供給部２３０の電圧をセンシングして一定水準以上に維持することによって、上記
照明４５０の電源を遮断しても待機電力の消耗は減少するようになる。
【００２８】
　図２は、本発明の一実施形態に従う無線照明装置の待機電力節減方法を示す順序図であ
る。
【００２９】
　図２を参照すると、正常モード状態でＡＣ－ＤＣ変換回路５００から供給を受ける電源
を待機電力供給部２３０に充電させる（Ｓ１００）。この際、上記ＡＣ－ＤＣ変換回路５
００から供給を受ける電源を上記待機電力供給部２３０に充電させると共に、上記電源を
ドライバ４００に供給する。
【００３０】
　次に、通信部２１０は外部から照明オフ信号が転送されるか否かを確認して（Ｓ１０１
）、照明オフ信号が転送される場合、照明制御部２２０を通じて照明４５０をオフさせる
と共に、上記ＡＣ－ＤＣ変換回路５００から供給される電源を遮断する（Ｓ１０２）。
【００３１】
　次に、上記照明制御部２２０は照明装置の動作状態を正常モードから待機モードに切り
替える（Ｓ１０３）。このように、上記照明装置の動作状態が待機モードに切替される場
合、上記通信部２１０は上記待機電力供給部２３０から待機電力の供給を受けるようにな
る。
【００３２】
　次に、電力制御部２４０は上記待機電力供給部２３０の電圧を周期的にチェックする（
Ｓ１０４）。
【００３３】
　次に、上記待機電力供給部２３０の電圧が既設定された値以下か否かを確認する（Ｓ１
０５）。
【００３４】
　上記ステップＳ１０５の確認結果、上記待機電力供給部２３０の電圧が既設定された値
以下の場合、上記電力制御部２４０は上記ＤＣ供給部３００の動作状態を待機モードから
正常モードに切り替えて上記待機電力供給部２３０を充電させる（Ｓ１０６）。
【００３５】
　即ち、上記照明システム１００の動作状態が待機モードの時、上記待機電力供給部２３
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０の電圧状態を周期的に確認して、上記待機電力供給部２３０の電圧が既設定された値以
下になる場合、上記ＤＣ供給部３００の動作状態を正常モードに切り替えて上記待機電力
供給部２３０を充電させる。
【００３６】
　次に、上記電力制御部２４０は上記待機電力供給部２３０の電圧が既設定値以上か否か
を確認して（Ｓ１０７）、既設定値以上の場合、上記ＤＣ供給部３００の動作状態をまた
待機モードに切り替える（Ｓ１０８）。
【００３７】
　以上、実施形態に説明された特徴、構造、効果などは、本発明の少なくとも１つの実施
形態に含まれ、必ず１つの実施形態のみに限定されるものではない。延いては、各実施形
態で例示された特徴、構造、効果などは、実施形態が属する分野の通常の知識を有する者
により他の実施形態に対しても組合または変形されて実施可能である。したがって、この
ような組合と変形に関連した内容は本発明の範囲に含まれることと解釈されるべきである
。

【図１】 【図２】
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